
 

 

令和６年能登半島地震対策検証委員会 

検証結果中間案に対する意見募集の実施について 

１ 目 的 

  石川県では令和６年能登半島地震対策検証委員会を設置し、発災後の初動対応 

の状況についての検証を進めており、検証結果の取りまとめに先立ち、検証結果 

中間案について、広く県民の意見を募集するもの 

２ 概 要 

（１）募集期間 

   令和７年２月１８日（火）～令和７年３月１１日（火） 

（２）提出方法 

   所定の様式により、郵送、ＦＡＸまたは電子メールで提出 

（３）提出先 

   石川県危機管理監室危機対策課 

（４）資料 

   ・令和６年能登半島地震対策検証委員会検証結果中間案（概要） 

   ・令和６年能登半島地震対策検証委員会検証結果中間案（検証項目ごとの 

取組・課題・改善の方向性） 

（５）資料配布先 

    危機対策課のホームページに掲載するほか、以下の機関にて閲覧・入手可 

・県危機対策課 

      ・県行政情報サービスセンター 

      ・県小松県税事務所 

      ・県中能登総合事務所 

      ・県奥能登総合事務所 

（６）県ホームページ 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp//bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/ken

sho_iken.html 

令和７年２月１８日 

危機管理監室次長兼 

危機対策課長 荒木 

（内線 4279） 
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